
所得税法第２１８条の規定により、次のとおり届け出ます。

この届出書を提出する日における 外

給与等の支給人員 人 人

給与等の支払を受ける者の数が、

常時１０人未満でなくなった理由等

税 理 士 署 名 押 印 印○

※ 起 署 長 副署長 統括官 担当者 部門 決算期 業 種 番 号 入 力 名 簿
・ ・

税処 案

務理 決
・ ・

署欄 裁

ﾀｯｸｽｱﾝｻｰﾎｰﾑペｰジ （源１４０４－１）

源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

※整理番号

（フリガナ）

名 称

平成 年 月 日

所 在 地

電話 － －

印代 表 者 氏 名 ○

税 務 署 長 殿

利用上の注意事項
   印刷時には、ブラウザの印刷機能
ではなく、acrobat readerの印刷機能
（届出書様式のツールバー左上端）
を使用し、Ａ４サイズにて印刷してくだ
さい。
  また、画面上では文字等が不鮮明
でも、プリントアウトして使用する場合
は問題ありません。



源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書の記載要領等

１ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第

２１６条に規定する納期の特例の承認の効力が失われることになります。

２ この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期特例の期間内に源泉徴収した

税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属す

る月の翌月１０日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月１０日までに

納付していただくことになります。

（例）この届出書を提出した （ 給 与 等 ） （ 納 期 限 ）

日が３月中の場合 １月～３月支給分 → ４月１０日まで

４月支給分以降 → 翌月１０日まで

３ 各欄は、次により記載してください。

「名称｣､「所在地」及び「代表者氏名」の各欄には、届出者の名称、住所（居所）若しく

は本店（主たる事務所）の所在地及び代表者の氏名を記載してください。

ただし、届出に係る事務所等の所在地が届出者の住所（居所）又は本店（主たる事務所）

の所在地と異なるときは、この届出に係る事務所等の所在地及び名称を記載してください。

「この届出書を提出する日における給与等の支給人員」欄には、この届出書を提出する月

における給与等の支払を受ける者（臨時に雇用している者は除きます｡)の数を記載してくだ

さい。

なお、臨時に雇用している者の数は外書に記載してください。

「給与等の支払を受ける者の数が常時１０人未満でなくなった理由等」欄には、給与等の

支払を受ける者の数が常時１０人未満でなくなった理由等を簡記してください。

（例－「事業拡大のため｣､「合併のため」等）

「税理士署名押印」欄は、この届出書を税理士が作成した場合は、その税理士が署名押印

してください。

「※」欄は、記載しないでください。


